
 1 / 4 

 

【日時】 H29.12.17（日）14:00-17:00  【会場】 イオン東海店 1 階 フードコート内  【参加者】 6 名 

第 43回「ふれあいトーク」当日のやりとりコメント 

 

【１】迅速な救命措置について（社会福祉協議会） 

 

夫が絆にグランドゴルフに行ったとき，駐車場に着いてすぐ，心肺停止で倒れた。その際，社会

福祉協議会の職員の AEDによる迅速な救命措置により助かった。現在は入院中で，特に後遺症など

もなく，間もなく退院予定である。医師からは，今回後遺症などもなく助かった要因は，倒れた際

の初期処置が適切だったからだと言われた。社会福祉協議会の職員の方をはじめ，お世話になった

方に大変感謝している。 

 

 ■村長コメント 

 ⇒無事だったことはとても良かった。また，救命に当たった職員も素晴らしかった。この話を，

私からも社会福祉協議会の職員に伝えておく。 

 

【２】行政全般について 

１ インフラ関連（歩道および交差点などその他） 

 

（ア）歩道の段差の解消について，「採掘などを行った周辺の歩道」の段差の解消をお願いしたい。 

 

 ■村長コメント 

 ⇒担当課に伝える。 

 

（イ）以前，歩行者分離信号の周知徹底に関して質問したが，その後の状況は？（単純に，立て看

板を掲げるだけでよいと思っている。信号のランプの上の「歩行者分離式」という看板だけ

では，老人は気づかない。横断歩道を渡るのに，ボタンを押さず，ずっと待っていた老人を

見たことがある。） 

 

 ■村長コメント 

 ⇒担当課に伝える。 

 

 ■担当課コメント 

 ⇒村内に歩車分離式信号の交差点は，4 箇所（合同庁舎前，舟石川小入口，東海駅東口，白方十

字路）あります。横断歩道の押しボタンの表示板は警察で設置しており，交差点の押しボタン

の上部に「歩行者用押ボタン：信号が青になってから渡りましょう」の表示板があります。歩

車分離式信号は，一般的な信号機と違い，押しボタンを押さないと歩行者用信号が変わらない

ものです。その理解促進を図るため，警察に歩車分離式信号の分かりやすい表示を相談したと

ころ，押しボタン上部の表示板が未更新の 3箇所については，次年度予算で新しい表示板「歩

行者用押ボタン：押しボタンを押さないと信号は変わりません」に取り替えることを予定した

いとのことでした。 

 

（ウ）合同庁舎前交差点および舟石川小入口のスクランブル交差点（案）を提案しているが，その

後の状況は？ 

 

■村長コメント 

⇒担当課に伝える。 
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 ■担当課コメント 

 ⇒歩車分離式信号は，歩行者等と自動車等の交錯が全く生じない信号表示を行い，歩行者等の安

全を確保（巻き込み事故防止）するために設けられているものです。 

村内の歩車分離式信号は，すべて歩行者専用現示方式をとっており，斜め横断は認められてお

りませんので，無理な横断はしないようお願いいたします。 

スクランブル化については，警察によりますと，歩行者と自動車等の交通量のバランスを図る

必要があり，常時横断者が多いか，交差点の改修が必要か，横断時間増により自動車等の渋滞

増加が懸念されるかなどの検証が必要とのことでございます。当該交差点の現状を見ますと，

朝夕の登下校時間帯に歩行者等による混雑はありますが，同時に自動車等の渋滞も多く見られ

るところでもあり，このような状況を踏まえますと，スクランブル化は必ずしも適切な対応と

はならないと考えております。 

 

※歩車分離式信号の方式 

【スクランブル方式】 

全ての車両を停止させ、すべての歩行者を同時に横断させる方式のうち、斜め横断を可能と

するもの 

【歩行者専用現示方式】 

全ての車両を停止させ、すべての歩行者を同時に横断させる方式のうち、斜め横断ができな

いもの 

 

（エ）土木課および採掘に関する部署の連携はしっかりとれているのか？ 

 

 ■村長コメント 

⇒道路とその地下の埋設物の工事をするときなど，しっかり連携している。工事の発注時期や工

事費に国県の補助金を充当する場合など，調整が難しい場合もある。 

 

（オ）デマンドタクシーの台数増加や運行時間の延長，祝祭日の運行について，その後の状況は？ 

 

■村長コメント 

⇒運行時間の延長について，現在から 30 分延長することを検討している。台数増加と祝祭日の

運行については，状況を見ながら検討していきたい。 

 

（カ）東海駅ロータリーの駐車に関して，どのように考えているか？ 

 

■村長コメント 

⇒西口は，派出所の裏にスペースを設ける予定。東口は，村の土地がないことから，スペースを

設けることは難しいと考えている。 

 

２ 住居および保護関連 

 

（ア）村営住宅をぜひ建設してほしい。 

 

■村長コメント 

⇒村で村営住宅を建設し，その後の維持管理等を含め運営していくことは考えていない。 

 

（イ）福祉の取組みについて，村長が他県への視察に行くことを提案しているが，その後の状況は？ 

 

■村長コメント 

⇒全国の自治体の事例発表が定期的に開催されているので，そこに参加して情報収集はしている。 
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３ 精神障がい者の雇用および付随項目 

 

（ア）人材バンクは機能しているのか？ 

 

■村長コメント 

⇒問題なく機能している。コミセン職員など，業務の内容等により人材バンクではなく公募し 

ている場合もある。 

 

（イ）役場の精神障がい者の雇用実績は？ 

 

■村長コメント 

⇒身体障がい者，知的障がい者の雇用はあるが，精神障がい者はない。 

 

（ウ）精神障がい者の配属先となる「お困りです課」のような部署を設置し，精神障がい者の雇用

を進めるなど，まずは村が実績をつくるべきだと思う。 

 

■村長コメント 

⇒新たな課を設置することは難しいと考えるが，精神障がい者の雇用については，まずは村が取

り組んでいかなければならないと思っている。 

 

【３】高齢者のクラブの現況と今後の要望について 

 

（１）村民活動センターの会議室で活動しているが，村関連団体が優先的に予約をしているため，

なかなか予約が取れない。村民活動センター以外の場所でも活動しているが，車椅子で２階

に上がれない（白方コミセン），場所が分かりづらく迷う（中丸コミセン），場所代や空調代

が高い（文化センター，アイヴィル）等の理由により，できれば村民活動センターで活動し

たいと思っている。また，活動で使用するピアノを常設したいと思っている。 

 

 ■村長コメント 

 ⇒活動内容によって，優先的に予約できるような基準や条件等があると融通のきいた会議室の運

営が可能かと思う。また，施設によっては維持管理に費用がかかるため，使用料が高くなって

いる場合がある。 

 

 ■担当課コメント 

 ⇒社会福祉協議会では，村内の視覚障がい者を対象に「広報とうかい」や「社協だより」の点字

サービス事業を実施しております。本事業は，障がい者の権利擁護・情報保障の観点から，非

常に重要なものですが，この事業に協力いただいているのが点字サークル「ぶらいゆ」です。

「ぶらいゆ」の活動日は，広報とうかい発行日（10・25日）の直近の木曜日となっております。

そのため，月によっては童謡を唄う会「ゆりかご」の活動日と重なってしまうこともあるかと

思いますが，本事業の趣旨を御理解いただき，御協力をいただければと存じます。 

総合福祉センター「絆」のボランティア室も童謡を唄う会「ゆりかご」は減免団体として使用

可能であり，費用面やバリアフリーの観点から負担軽減になるかと思われますので，御検討い

ただければ幸いです。 

村民活動センターでは，各団体が既存のスペースや資源を有効活用し自主的に活動されており

ます。また，備品等が増えた場合，事故やケガ等のリスクも考えられるため，ピアノの常設は

できませんので，御理解をお願いいたします。 

 

（２）社会福祉協議会で「善意銀行」の取り組みがあるが，そこに集まった寄付金等はどのように

使われているのか？ 
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 ■村長コメント 

⇒私も知らないので，社会福祉協議会に確認してみる。 

 

■担当課コメント 

⇒善意銀行で皆さまからお預かりした募金は，社協活動に役立てるための資金として活用してい

ます。金銭だけでなく使用済み切手やおもちゃ，絵本などの寄付も受け付けています。募金の

活用例としては，福祉車両の購入，地区社協事業の一部として幅広く活用させていただいてお

ります。 

また，生活困窮世帯や支援が必要な子どもたちのために活用する目的募金として「とうかい明

日への架け橋基金」を募っており，家計相談支援や食糧支援，緊急時の一時的な金銭支援など

に活用しています。 

なお，善意銀行への寄附の状況や使途につきましては，社協のホームページ

（http://www.t-shakyo.or.jp/）等でも確認できますので，御覧ください。 

 

【４】小児慢性特定疾患の調査報告書を読んでいただきたい 

 

今度，キリスト教大学の先生が「小児慢性特定疾患の調査報告書」を公開するので，村長にもぜ

ひ読んでいただきたい。 

 

 ■村長コメント 

 ⇒読ませていただく。 

 

【５】近況について 

 

孫が陸上をがんばっている。 

＜孫＞陸上で円盤投げと砲丸投げをしており，先日，ジュニアオリンピックに出場して自己ベス

トを更新した。次の総体でもがんばりたい。 

 

 ■村長コメント 

⇒ジュニアオリンピックに出場したことは本当に素晴らしいと思う。目標に向かってこれからも

がんばってもらいたい。 

 

【６】税金のこと 

 

税金を滞納しており，先日，自分の老後のために積み立てていた個人年金が差し押さえられた。

差し押さえの通知が届いた後，税務課に相談に行き，滞納分を少しずつ納税していくこととなった

が，税務課職員と話をしているとき，「給料だって差し押さえることができる」と脅しのような言

い方をされた。 

滞納者として，定期的に税務課に面談に行っており，支払う意思があるにもかかわらず，脅しの

ような言い方をするのはいかがなものか。 

 

 ■村長コメント 

 ⇒納税の意思のある方に対して，本当にそのような言い方があったとすれば，それは言い過ぎだ

と思う。 

 

 


